
２０１４年１２月 

保護者の皆様 

大阪市立南港北中学校 

 

冬休みの生活についてのお願い 

 

２6 日より冬休みに入ります。年末や年始で、開放感や気のゆるみなどから生徒

たちの生活のリズムをくずしがちな時期でもあります。また、この 1年間を振り返

り、新年に向けて目標を立て、自らの課題を明確にする良い機会でもあります。生

徒たちが事故にあわないように自主的で有意義な冬休みが過ごせるようにご協力

お願いします。 

 

記 

 

1. 冬休みを機会に親と子の対話を多くもって頂き、人間関係を深め、また、冬休

みの生活を通して家族や地域の人々とのふれあいを深めるチャンスにして下

さい。 

2. 外出時は行き先、目的、友人、帰宅時間などを確認して下さい。 

3. 無断外泊はさせないで下さい。深夜徘徊の原因になります。友達だからといっ

て、家に泊めるようなことも避けて下さい。 

4. カラオケボックス・ゲームセンターや盛り場などでの遊びは、喫煙、飲酒、シ

ンナーなどの問題行動につながることが多く、外出については大阪府青少年健

全育成条例（中学生は１９時まで保護者同伴でも２２時まで）と改正されてお

りますのでお気をつけ下さい。 

5. 旅行など、宿泊を伴うときは、保護者の同伴をお願いします。 

6. 計画的かつ有効な金銭の使い方のご指導をお願いします。 

7. エアーガン等の有害がん具での危険な遊びなど、人に迷惑をかけたり危険な遊

びをしないように注意して下さい。 

8. 携帯電話、ブログ等のトラブルに巻き込まれないよう、使用については、ご家

庭でルールを決めて活用をさせてください。 

9. 空き家などでの遊びは、喫煙、火災などの事故につながります。また、立ち入

り禁止区域の魚つりや遊びも危険です。行かないように注意して下さい。 

10. アルバイトは原則的に禁止です。 

11. 単車（バイク）などの乗車は非常に危険で、法に触れる行為です。また、自転

車の利用にも十分注意し、交通ルールを守らせて下さい。 

12. その他、地域や社会で他人に迷惑をかけるような行為はしないように注意して

下さい。 

 

 

 

 



 

 

 

 

生活上の留意点 

 

 

うちの子に限って、という観点でなく、子どもたちの生活に細心の注意をはらっ

て生活を見守ってください。なお、地域やＰＴＡでも、青少年の健全育成のために

巡視活動を行って頂いております。 

住之江警察 

６６８２－１２３４ 

 

子どもたちが全国どこからでも、夜間・休日を含めて、いつでもいじめ等の悩み

をより簡単に相談できるよう「２４時間いじめ相談ダイヤル」が設置されました。 

２４時間いじめ相談ダイヤル 

０５７０－０－７８３１０ 

 

 

 

（ａ）こづかいをむやみに要求し、金銭の浪費が目立つ。 

（ｂ）買いあたえていない物をもっている。 

（ｃ）服装や頭髪などを非常に気にし、派手なものを好むようになる。 

（ｄ）言葉づかいが悪くなり、隠語が多くなる。 

（ｅ）帰宅時間が遅くなり、無断外出がふえる。 

（ｆ）必要以上の電話が多く、誘いによる外出が多くなる。 

（ｇ）夜遅くまで携帯電話を使用している。 

（ｈ）家族との談話をさけるようになる。 

（ｉ）たばこの匂いがする。ライターをもっている。 

（ｊ）つばを吐く。 

 


